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フランス・モビリティ基本法（LOM）：5年間で2兆2千億円の投資計画

（2019年12月）。 交通基本法（LOTI、1982年）を刷新、「日常の交通手段の大幅な改善、すべての市民とすべての

地域において、より簡便、安価かつ、適切な交通を実現する」ことを目的に、新しい移動サービスを促進し、誰もが
どこでも移動できる社会、2050年までに陸上交通のカーボンニュートラルを目指すもの

参考）フランス：世界初の「MaaS法」の衝撃 フランスが1兆円超えの大型投資、日経クロストレンド、2020年1月10日
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「移動権」はフランス共和国の約束の中心にある

新しいモビリティサービスを促進し、
すべてのフランス国民の移動を可能にする

移動を取り巻く「空白地域」をなくし、
全国でマイカーに代わる交通手段を保証

重要政策の一つが、
地域生活圏のモビリティ計画
（2種類ある！）
都市部：PDM

ローカル：PDMS（簡易版）

参考）【完全保存版】世界初フランス“MaaS法” 翻訳パワポまとめ、2020年3月5日、日経クロストレンド
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出典）https://transport.data.gouv.fr/stats

循環するデータで地方創生：モビリティ基本法により、公共交通だけでなく、カープー

ル、自転車シェアリング、路外駐車場、充電ステーションなど様々な移動情報の一元化を実現。データの品質マネジ
メント、データガバナンスを国が推進し、地方を強力に支援

参考）牧村和彦（2022）：モビリティサービスの動向と展望、基本政策部会資料、2022年3月11日より加筆

ストラスブール（28万）
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出典）http://observatoire.covoiturage.beta.gouv.fr/cartes/flux/

参考）牧村和彦（2022）：パリ市街も激変！ 世界初「MaaS法」から3年、フランス現地調査、日経クロストレンド
参考）牧村和彦（2023）：「ライドシェア解禁」はフランスから学べ 成長著しい背景には“ボーナス制度”があっ
た！2023年10月23日、メルクマール

誰もが移動できる環境を国が積極的に推進し、地域生活圏主体で短期
に実現：フランス式ライドシェア（相乗り）に年200億（×5年）を国が2021年から投資

わずか2年で600万人を超える移動を支援



ルーラルのモビリティ計画（仏）

◼ 取り組みの概要

• フランスでは都市のモビリティ計
画（PDM）と農村部等のルーラル
のモビリティ計画（PDMS）の２種
類の計画と実践の枠組みが存在

• 地域生活圏を対象に2万～10万
人規模に適用可能なモビリティ計
画を策定し、事業を推進

• 2015年に最初の試行（PMRU)が
なされ、2021年頃からガイドライン
と合わせて、計画策定を国と地方
連携し推進

• ７つの地域生活圏(右図）を先行
モデルプロジェクトとして実証し、
2024年には100～200の計画が策
定される見通し
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先行モデル地域生活圏へ適用2021年～

国のガイドライン
簡易モビリティ戦略

ガイドライン策定2021年

100～200の地域生活圏で計画策定中（2023年～）
根拠法：LOM法（2019年新設）、交通法典L1214-36-1

※スピーディな展開
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ガイドラインの構成

挑戦！

分野
横断
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モビリティ組織当局の任務

診断 戦略 行動
計画

簡易モビリティ計画とミッション

資金
調達

推進
指導



具体的な地域生活圏のモビリティ計画策定例
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クール＝ド＝ロワール共同体の
簡易モビリティ計画

クール=ド=ロワールにおける
モビリティ・基本方針

49村の共同体、約4万人で構成
（65歳以上割合35.1％）

9415人

1607人

1571人

自動車保有率86.2％
自動車利用率78.0％
相乗り3.3％、公共交通1％
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診断

ニーズ・課題

行動計画
評議員会
承認

委員会承認

地域協議会
承認

プレゼンテーション

クール＝ド＝ロワール共同体における
簡易モビリティ計画の承認までのプロセス 9ヶ月！
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地域診断に基づく15のアクションプラン：
部署横断の行動投資計画。交通手段の提供が目的ではなく、
誰もが移動できる環境構築が目的。毎年の事業予算も計画内に明記。

▼アクション６：医療MaaS推進

▼アクション7：デジタル×相乗り推進

6年間



ルーラルのモビリティ計画（仏）の特徴

• 市町村の行政界を超え、地域生活圏を計画及び事業対象

• 自動車交通、公共交通、徒歩、自転車、相乗り、駐車場、新しいモビリ
ティサービス、物流などの人、モノ、サービス全てを対象とした事業計画
（計画と事業が一体、データも対象）

• 計画のための計画ではなく、事業推進のための計画（事業期間は6年
間）

• ガイドラインが全国展開、普及の重要な役割を果たしている（良質な計
画なくして、良質な事業なし）

• 都市のモビリティ計画（PDM）に対して、KPIの簡略、手続きの柔軟対応、
策定期間の短縮（１～2年）、計画のための予算の縮減（３～6万ユーロ、
都市は平均30万ユーロ）など簡略化

• 国の研究機関（CEREMA）がガイドラインづくり、計画作成、作成支援、技
術アドバイスなどの伴走者として、地方を全力サポート
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